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 判定依頼書入力における生産者の記載につきまして、「特定原産地証明書発給申請の手引

き」において、「判定依頼者が生産者の場合は記載の必要がない」旨説明しておりましたが、

経済連携協定において、生産者を確定する必要があることから、今後、生産者欄の記載を

必須とさせていただきたく存じます。よろしくご高配賜りますようお願い申しあげます。 

日ブルネイ協定を含めた「特定原産地証明書発給申請の手引き」から、生産者の記載に

関する説明部分の表現を以下のとおり訂正させていただきます。 

 

＜判定依頼書入力における「生産者欄」の吹き出し説明＞ 

（誤）企業登録番号を入力し、情報取込ボタンをクリック。企業登録していない生産者は

「999999999」を入力。 

判定依頼者が「輸出者」であり、「生産者」でない場合は、必ず記載してください。

判定依頼者が「生産者」の場合、記載の必要はありません。 

 ↓ 

（正）「生産者欄」は必ず記載してください。 

「生産者＝判定依頼者」の場合、判定依頼者欄の企業登録番号を入力してください。 

「生産者＝判定依頼者」でない場合、当該生産者の企業登録番号を入力してください。

当該生産者が企業登録していない場合、「999999999」を入力し、情報取込ボタ

ンをクリックしてください。 

 

②協定の選択、判定事務所選択、判定依頼者および生産者の入力、原産地規則の確認 

 

協定選択（国名を誤ったまま入力を続け、最後

に協定名を変更すると、協定により異なる一部

入力内容がキャンセルされてしまいますので、

最初に行う協定選択にはご注意ください） 

 

判定依頼先の事務所選択 

「生産者欄」は必ず記載してください。 

「生産者＝判定依頼者」の場合、判定依頼者欄の企業

登録番号を入力してください。「生産者＝判定依頼者」

でない場合、当該生産者の企業登録番号を入力して 

ください。当該生産者が企業登録していない場合、

「999999999」を入力し、情報取込ボタンをクリ

ックしてください。 


